
下⽔道事業経営戦略と経営
健全化に関する事例発表

令和３年３月３日

熊本県合志市水道局下水道課

～公営企業会計の適用で経営状況が明らかになった

小さな市の下水道事業経営戦略～
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１．合志市の紹介
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⼈⼝： 63,033⼈
⾯積： 53.19㎢（5319ha）
職員数：338⼈(技能労務職含む）
(令和２(2020)年12⽉末⽇現在)

・熊本県熊本市の東北部に位置
・平成１８年２月に２つの町が合併して市に

・市の面積の概ね２割が市街化区域で住宅
開発が進み、人口の８割が住む

・残りの８割の面積は市街化を抑制する調
整区域で、農地が広がり、国営かんがい排
水事業で農地は畑でも用水が整備されてい
るなど農業も盛ん

・半導体関連の企業が集積する工業団地も
あり、コロナ過の中でも業績が好調な企業
が立地している



２．下⽔道事業の状況
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流域関連公共下⽔道事業
・昭和52(1977)年事業着⼿
・左図の⻩⾊とピンクのエリア
・全体計画 1021.0ha
・整備⼈⼝ 48,287⼈
・処理⼈⼝密度 55.2/ha
・⻩⾊の部分は平成27年度末までは単独の
公共下⽔道区域、現在は廃⽌し熊本北部流域
下⽔道に接続する広域化を⾏った

特定環境保全公共下⽔道事業
・昭和58(1983)年事業着⼿
・左図の緑⾊のエリア
・全体計画 518.0ha
・処理⽅式 ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝﾃﾞｨｯﾁ法
・処理能⼒ 7,690㎥／⽇
・整備⼈⼝ 11,874⼈
・処理⼈⼝密度 30.6/ha

市設置型合併浄化槽事業
・平成18(2006)年の合併
を機に条例化し事業を開
始
・区域外で整備が計画さ
れていないエリアを中⼼
に現在32箇所実施

農業集落排⽔事業
・平成7(1995)年事業
着⼿
・右図の茶⾊のエリア
・計画⾯積 128.0ha
・２処理区、2処理場
・整備⼈⼝ 2,212⼈
・処理⼈⼝密度 17.5
／ha
・うち1処理区を令和6
年度までに特定環境保
全公共下⽔道事業へ統
合する広域化を計画中

汚⽔処理⼈⼝普及率 99.68％ (令和元(2019)年度末現在)



３．下⽔道事業の執⾏体制
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• 下⽔道事業は平成27年度から公営企業会計の全部を適⽤
• 処理場及びポンプ場の維持管理は事業開始時から⺠間委託
• 使⽤料の賦課徴収や検針は９年前に⺠間委託（庁舎内に⺠間窓⼝開設）
• ⼈⼝増加と⽼朽化への対応（改築、更新）など業務量が増加している

経営戦略策定及び使⽤料改定時（平成30年度）

下水道班長（課長補佐）１名

主幹（係長級）１名

主査 ４名

主事 １名

水道局長（都市建設部長兼務）

維持管理スタッフ（民間委託）

処理場３箇所

中継ポンプ場６カ所

マンホールポンプ場５８箇所

上下水道課長

水道班長（課長補佐）１名

主幹（係長級）１名

主査 ３名

主事 ２名

市役所庁舎内（民間委託）

お客様センター（５名）

検針・使用料賦課・徴収

現在の状況（令和2年度）

下水道課長

下水道班長（課長補佐）１名

主幹（係長級） １名

主査 ４名

主事 ３名

水道局長（専任：部長級）

水道班長（課長補佐）１名

主幹（係長級）１名

主査 ２名

主事 ３名

臨時職員 １名

水道課長

維持管理スタッフ（民間委託）

処理場３箇所

中継ポンプ場６カ所

マンホールポンプ場５８箇所

市役所庁舎内（民間委託）

お客様センター（５名）

検針・使用料賦課・徴収

７．５名 １０名



４．経営戦略の策定と使⽤料改定に⾄る背景
•企業会計へ移⾏したことで事業が抱える経営上の
課題が⾒えてきた
平成27年度開始年度の決算における損益は約2億円の損失(⾚字)
２年⽬の決算における損益は約2億7千万円の損失
３年⽬の決算における損益は約1億8千万円の損失
※しかも毎年⼀般会計から約３億円前後の基準外繰⼊を受けていた
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•企業会計の利点・・・経営の⽐較分析が可能
近隣の市町と決算書の損益を⽐較し⼀覧表にしてみた
近隣の市町の損益は⿊字で累積損失もなし。本市だけが⾚字。
隣町と使⽤料は同じ。収益はほぼ変わらないのに費⽤が異なる。
公共下⽔道の処理場を廃⽌し経営改善に取り組んでいるが・・・



４．補⾜資料（近隣市町の損益を⽐較してみた）
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４．補⾜資料(経営上の課題「経費回収率」)
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企業会計適⽤後の経費回収率の推移

経費回収率とは
経費回収率は、使⽤料で回収すべき経費をどの程度使⽤料で賄えているかを表した指標で

あり、使⽤料⽔準等を評価することが可能である。数値が100％を下回っている場合、汚⽔
処理に係る費⽤が使⽤料以外の収⼊により賄われていることを意味するため、適正な使⽤料
収⼊の確保及び汚⽔処理費の削減が必要であるとされている。



５．経営戦略の策定と使⽤料改定のスケジュール

• 平成29年度3⽉ 審議会へ諮問
• 平成30年度4⽉ 審議会開催（初回）

※約4回程度の審議
• 5⽉ 経営戦略の業務委託締結
• 10⽉ 審議会終了・答申
• 12⽉ 条例改定(12⽉議会)
• 1⽉〜3⽉ 市⺠説明（広報やHP）
• 3⽉ 経営戦略策定、公表
• 平成31年度4⽉ 値上げ（使⽤料改定）
• 4⽉下旬 市議会議員⼀般選挙
• 10⽉ 消費税改定(8％→10％)

平成30年4⽉に下⽔道課へ異動、引継ぎ 引継ぎ後に次のように変更
• 平成29年度3⽉ 審議会へ諮問
• 平成30年度4⽉ 異動・引継ぎを受ける
• 5⽉ 経営戦略の業務委託締結
• 6⽉上旬 初の審議会開催（以降4回）
• 3⽉上旬 審議会答申、地元紙に掲載
• 3⽉下旬 経営戦略策定
• 平成31年度4⽉下旬 市議会議員⼀般選挙
• 5⽉上旬 審議会答申と経営戦略公表
• 6⽉ 条例改定(6⽉議会)・可決
• 7⽉〜9⽉ 市⺠説明(広報、ﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ)
• 9⽉ 値上げ（使⽤料改定）
• 10⽉ 消費税改定(8%→10％)
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６．審議会とは
•審議会「合志市上下⽔道事業運営審議会」とは
条例に基づく特別職の委員で任期は2年
市⻑からの「諮問」に基づいて⽔道料⾦や下⽔道使⽤料
などの改定を審議し、市⻑へ「答申」を⾏う
構成メンバーは15名以内、市議会議員が2名、⾃治会⻑
から数名、商⼯会の推薦者、有識者、⼀般公募の市⺠な
どで構成

審議会のメリット⇒「市役所（担当課）が値上げを決め
た」となるより、「⼀般公募も含む市⺠の代表が１年間
かけて審議した結果で」とした⽅が、市⻑も決断しやす
いし、議会にも了承されやすい！！
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平成30年度に審議した経営戦略策定と使⽤料改定の審議会
(全６回)の情報は、合志市ホームページに掲載しています。



７．経営戦略と使⽤料改定の概要
•経営戦略の概要（平成31年3⽉策定）
使⽤料改定の審議と並⾏して経営戦略を審議した
計画期間は１３年間とした
使⽤料収⼊の⾒込みは期間中３回の改定を前提
計画期間内に経常収⽀⽐率(経費回収率)は100％超に
効率化・経営健全化に向け１８項⽬を取り組むと明記

•使⽤料改定の概要（平成31(令和元)年9⽉改定）
審議会の答申（内容は経営戦略も同じ）に基づき改定した
平均１０％の値上げ改定
従量制から累進従量制へ変更(これで4.2％~25％の改定に)
将来の⼈⼝減少(収⼊減少)に備え基本使⽤料も値上げに
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８．経営戦略のポイント①
「使⽤料改定は４年毎・時期も明記」
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９．経営戦略のポイント②
「経営の基本⽅針と具体的な取り組み体系」
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経営の基本理念⇒経営環境の変化に適切に対応し、知恵と⼯夫により業務の改善を図
り、市⺠に安全で快適な下⽔道サービスを持続的・安定的に提供します



10．経営戦略のポイント③
「財務分析はプロ(公認会計⼠)を活⽤」
•業務委託をした理由
戦略の策定及び使⽤料改定のためには将来の財務分
析が必須であるが、職員が企業会計の財務分析をす
る能⼒を持ち合わせていなかった
他の⾃治体の公営企業会計で財務分析に携わった経
験のある公認会計⼠に、改善のための意⾒を求めた
下⽔道事業の⿊字化に向けた使⽤料の改定計画が各
年度毎にどう反映されていくか分析してもらう
総務省が財政措置をしてくれた（特別交付税で半分。
⼀般会計からの⽬的繰⼊の予算措置が必要。上限
500万円）

ただし、事業が抱える課題は⾃治体それぞれに状況が
異なるはず。経営戦略の丸投げはできませんのであし
からず・・・（それなりに苦労して作成しました）
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11．使⽤料改定の試算⽅法(参考)
「改定の試算はエクセルで(1)」

• まずは段階別の件数と年間⽔量と⾦額を調べる
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平成29年度（4月~3月）まで　下水道使用料　段階別の状況

使⽤⽔量(㎥) 年間件数 年間⽔量(㎥) ⾦額(円) ⽉平均件数 ⽉平均⽔量(㎥) ⽉平均⾦額(円)
0〜20 160,198 1,878,883 219,884,600 13,350 156,574 18,323,717
21〜30 66,482 1,645,059 194,180,450 5,540 137,088 16,181,704
31〜40 21,718 748,528 90,804,470 1,810 62,377 7,567,039
41~50 6,371 284,427 35,060,990 531 23,702 2,921,749
51~100 4,164 263,207 32,917,850 347 21,934 2,743,154
101〜500 1,545 299,913 38,553,950 129 24,993 3,212,829
501〜1000 220 150,495 19,575,484 18 12,541 1,631,290
1001〜5000 196 404,366 52,349,880 16 33,697 4,362,490
5001〜10000 25 190,808 24,721,570 2.1 15,901 2,060,131
10001〜99998 15 250,250 32,428,120 1.3 20,854 2,702,343

合計 260,934 6,115,936 740,477,364 21,745 509,661 61,706,447



11．（参考）
「改定の試算はエクセルで(２)」

平成２９年度の状況から
基本料⾦

（8㎥まで）
基本料⾦以内
（8㎥まで）

２０㎥／⽉ ３０㎥／⽉ ４０㎥／⽉

700 700 120.00 120.00 120.00
基本料⾦

（8㎥まで）※全件
０~８㎥迄／⽉
※推定(H28値）

９~２０㎥迄／⽉ ３０㎥／⽉ ４０㎥／⽉

260,934 56,669 103,529 66,482 21,718

21,745 4,722 8,627 5,540 1,810

276,418 1,602,465 1,645,059 748,528

4.88 15.48 24.74 34.47

197,266,104 42,841,764 177,042,836 194,180,450 90,804,470

182,653,800 39,668,300 163,928,552 179,796,713 84,078,213

0 91,458,252 133,259,313 68,875,613

276,418 828,232 531,856 173,744

0 774,233 797,784 260,616

0 0 315,419 217,180

⑦ ②のうち、２０㎥以下、かつ基
本料⾦相当８㎥を除いた⽔量（㎥）
⑧ ②のうち、２０㎥を超えて３０
㎥以下の⽔量（㎥）

② 年間⽔量（㎥）

１件当たり平均使⽤⽔量（㎥）
＝②／①

③ ⾦額（円・税込み）

④ ⾦額（円・税抜き）

⑤ ④のうち、基本料⾦相当分を除
いた⾦額（税抜き）
⑥ ②のうち、基本料⾦相当８㎥分
の⽔量（㎥）

合志市

㎥単価（税抜き）

H29年度の状況

① 件数（件）

推計対象者 ①／12ヵ⽉
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⻘い部分は、
２９年度ベー
スでその区分
の⽔量を細分
化した。



11．（参考）
「改定の試算はエクセルで(3)」
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⻩⾊の部分に改定案の単価を⼊れると増額⾒込額
が出る。改定前の単価と改定後の単価の差額と⽔
量の実績を乗じた⾦額がわかるようにした。



12．ストックマネジメント計画に携わって
•ストマネ計画は経営戦略の策定から１年後に完成
施設の⽼朽化状況と現時点で更新が必要と判断された施
設の多さとその総額に驚く
市の下⽔道有形固定資産は⼟地を除き約210億円
経営戦略では年平均４億円の投資で試算していたが・・
ストックマネジメント計画の結果、もし耐⽤年数で単純
更新した場合、年平均7.8億円が必要との試算結果に。
しかも投資の波によっては年16億円から25億円の年も
「耐⽤年数」では無理、「⽬標耐⽤年数」(⻑寿命化)へ
投資の波が⾼い時期をいかに平準化して乗り切るか
どの時期に更新と判断し計画するか？⼩規模⾃治体は経
験者も技術者も乏しい
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12．補⾜資料（固定資産について）
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12．補⾜資料（「管渠」ストックマネジメント
計画による試算・100年間の改築更新）
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標準耐⽤年数で
単純改築を⾏う
と、投資の波が
⽣じる。また、
改築事業費は最
⼤約16億円必
要となる場合が
ある。今後100
年での改築事業
費は約495億円
で年平均で約5
億円となる。



12．補⾜資料（「ポンプ場・処理場」ストック
マネジメント計画による試算・100年間の改築
更新）
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標準耐⽤年数
で単純改築を
⾏うと、投資
の波が⽣じる。
また、改築事
業費は最⼤約
25億円必要と
なる場合があ
る。今後100
年での改築事
業費は約279
億円で年平均
で約2.78億円
となる。



13．最後に
•下⽔道事業を持続的・安定的に提供するために
企業会計の適⽤と経営戦略の策定は、益々進む⼈⼝減少
(収⼊減）と施設の⽼朽化(⽀出の増加)の２つの脅威へ向
き合うための意識改⾰である
経営戦略の策定で将来の「⼊り」を意識し、ストックマ
ネジメント計画で将来の「出」を抑える⼯夫も必要
場合によっては、当市のように将来に向けた必要経費の
確保のためにやむを得ず使⽤料改定をあらかじめ住⺠へ
周知することも必要です。
並⾏して経営基盤強化のために何ができるか考えよう
経営戦略の策定はあくまでスタートライン。ネットであ
る程度の情報は⼿に⼊る時代です。経営上の良い取り組
みは積極的に取り⼊れて戦略を⾒直しましょう！
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ご清聴ありがとうございました
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